
令
和
五
年
四
月
十
四
日（
金
曜
日
）

午
前
九
時
三
十
分
開
議

出
席
委
員

委
員
長

浮
島

智
子
君

理
事

あ
か
ま
二
郎
君

理
事

斎
藤

洋
明
君

理
事

武
村

展
英
君

理
事

鳩
山

二
郎
君

理
事

石
川

香
織
君

理
事

奥
野
総
一
郎
君

理
事

市
村
浩
一
郎
君

理
事

中
川

康
洋
君

井
原

巧
君

川
崎
ひ
で
と
君

国
光
あ
や
の
君

小
森

卓
郎
君

佐
々
木

紀
君

坂
井

学
君

島
尻
安
伊
子
君

杉
田

水
脈
君

田
所

嘉
�
君

土
田

慎
君

中
川

貴
元
君

西
野

太
亮
君

長
谷
川
淳
二
君

古
川

�
季
君

堀
内

詔
子
君

務
台

俊
介
君

保
岡

宏
武
君

渡
辺

孝
一
君

お
お
つ
き
紅
葉
君

神
谷

裕
君

重
徳

和
彦
君

堤

か
な
め
君

道
下

大
樹
君

湯
原

俊
二
君

伊
東

信
�
君

遠
藤

良
太
君

中
司

宏
君

輿
水

恵
一
君

西
岡

秀
子
君

宮
本

岳
志
君

総
務
大
臣

松
本

剛
明
君

総
務
副
大
臣

尾
身

朝
子
君

総
務
大
臣
政
務
官

国
光
あ
や
の
君

総
務
大
臣
政
務
官

中
川

貴
元
君

総
務
大
臣
政
務
官

長
谷
川
淳
二
君

総
務
委
員
会
専
門
員

阿
部

哲
也
君

委
員
の
異
動

四
月
十
四
日

辞
任

補
欠
選
任

井
林

辰
憲
君

土
田

慎
君

金
子

恭
之
君

堀
内

詔
子
君

岡
本
あ
き
子
君

堤

か
な
め
君

守
島

正
君

遠
藤

良
太
君

同
日辞

任

補
欠
選
任

土
田

慎
君

井
林

辰
憲
君

堀
内

詔
子
君

金
子

恭
之
君

堤

か
な
め
君

岡
本
あ
き
子
君

遠
藤

良
太
君

守
島

正
君

同
日理

事
守
島
正
君
同
日
委
員
辞
任
に
つ
き
、
そ
の
補
欠
と

し
て
市
村
浩
一
郎
君
が
理
事
に
当
選
し
た
。

本
日
の
会
議
に
付
し
た
案
件

理
事
の
補
欠
選
任

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
内
閣
提
出

第
三
九
号
）

○
浮
島
委
員
長

こ
れ
よ
り
会
議
を
開
き
ま
す
。

理
事
の
補
欠
選
任
に
つ
い
て
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。

委
員
の
異
動
に
伴
い
、
現
在
理
事
が
一
名
欠
員
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。
そ
の
補
欠
選
任
に
つ
き
ま
し
て
は
、
先
例

に
よ
り
、
委
員
長
に
お
い
て
指
名
す
る
に
御
異
議
あ
り
ま

せ
ん
か
。〔「

異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
浮
島
委
員
長

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、

そ
の
よ
う
に
決
し
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
、
理
事
に
市
村
浩
一
郎
君
を
指
名
い
た
し
ま

す
。

○
浮
島
委
員
長

内
閣
提
出
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

本
案
に
対
す
る
質
疑
は
、
昨
十
三
日
に
終
了
い
た
し
て

お
り
ま
す
。

こ
れ
よ
り
討
論
に
入
り
ま
す
。

討
論
の
申
出
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
許
し
ま
す
。

宮
本
岳
志
君
。

○
宮
本（
岳
）委
員

日
本
共
産
党
の
宮
本
岳
志
で
す
。

私
は
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
、
地
方
自
治
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
反
対
の
討
論
を
行
い
ま
す
。

質
疑
で
も
申
し
上
げ
た
と
お
り
、
こ
の
法
案
は
、
地
方

議
会
関
係
者
や
自
治
体
関
係
者
を
招
い
た
参
考
人
質
疑
な

ど
、
慎
重
に
議
論
す
べ
き
法
案
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
僅
か
三
時
間
の
審
議
で
終
局
し
た
こ
と
に
ま
ず
抗
議

い
た
し
ま
す
。

本
法
案
は
、
八
十
九
条
第
三
項
に
、「
議
員
は
、
住
民

の
負
託
を
受
け
、
誠
実
に
そ
の
職
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。」と
加
え
ま
す
。
総
務
省
は
、
理
念
規
定
で
あ
る

第
三
項
は
直
ち
に
懲
罰
の
対
象
条
文
に
は
な
ら
な
い
と
説

明
し
ま
す
が
、
法
文
化
を
契
機
に
、
地
方
議
会
が
条
例
で

誠
実
な
職
務
遂
行
義
務
に
反
す
る
具
体
事
例
を
定
め
れ
ば

懲
罰
の
対
象
と
な
り
得
る
も
の
で
、
反
対
で
す
。
今
で
さ

え
、
物
言
う
議
員
へ
の
圧
力
と
し
て
懲
罰
動
議
が
悪
用
さ

れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
が
、
八
十
九
条
の
規
定
の
挿
入

に
よ
っ
て
、
悪
用
さ
れ
る
こ
と
は
絶
対
な
い
か
と
の
私
の

問
い
に
、
大
臣
は
可
能
性
を
否
定
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

立
法
過
程
に
も
問
題
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ

ん
。
第
三
十
三
次
地
方
制
度
調
査
会
で
地
方
議
会
の
役
割

及
び
議
員
の
職
務
等
の
明
確
化
を
求
め
た
全
国
都
道
府
県

議
会
議
長
会
の
主
張
の
背
景
に
は
、
地
方
議
員
の
職
務
に

応
じ
た
処
遇
の
確
保
が
あ
り
ま
す
。
決
し
て
心
構
え
規
定

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
総
務
省
は
誠
実
規

定
を
提
案
し
、
委
員
か
ら
は
法
律
で
定
め
る
こ
と
へ
の
疑

問
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
方

向
で
ま
と
め
て
し
ま
い
ま
し
た
。

次
に
、
第
二
項
で
は
、
議
会
は
、
こ
の
法
律
、
地
方
自

治
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
重
要
な
意
思
決
定
に
関

す
る
事
件
を
議
決
す
る
と
し
て
い
ま
す
が
、
地
方
議
会
の

議
決
対
象
を
ゆ
が
め
、
地
方
議
会
の
役
割
の
矮
小
化
に
つ

な
が
る
懸
念
が
あ
り
ま
す
。

そ
も
そ
も
、
地
方
議
会
や
議
員
の
職
務
の
在
り
方
は
、

地
方
自
治
そ
の
も
の
で
あ
り
、
本
来
、
憲
法
の
地
方
自
治

の
本
旨
に
基
づ
き
、
住
民
自
治
と
団
体
自
治
の
原
則
の

下
、
そ
の
地
域
の
住
民
と
議
会
が
自
ら
の
問
題
と
し
て
取

り
組
み
、
議
会
で
の
質
疑
、
討
論
を
活
発
化
す
る
こ
と
な

ど
に
よ
っ
て
議
会
の
存
在
意
義
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
内

容
を
豊
か
に
し
て
い
く
べ
き
も
の
で
す
。
法
律
に
議
会
の

在
り
方
な
ど
を
書
き
込
む
と
い
う
発
想
そ
の
も
の
が
、
地

方
自
治
の
精
神
と
相
入
れ
な
い
ば
か
り
か
、
政
府
が
地
方

議
会
議
員
の
心
構
え
規
定
を
閣
法
で
提
案
す
る
と
い
う
点

も
地
方
自
治
の
本
質
に
関
わ
る
原
則
問
題
を
含
ん
で
い
ま

す
。な

お
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
し

て
勤
勉
手
当
の
支
給
を
可
能
と
す
る
規
定
の
整
備
は
、
処

遇
改
善
に
資
す
る
当
然
の
措
置
で
あ
る
と
表
明
し
て
、
討

論
を
終
わ
り
ま
す
。

○
浮
島
委
員
長

こ
れ
に
て
討
論
は
終
局
い
た
し
ま
し

た
。

○
浮
島
委
員
長

こ
れ
よ
り
採
決
に
入
り
ま
す
。

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
採

決
い
た
し
ま
す
。

本
案
に
賛
成
の
諸
君
の
起
立
を
求
め
ま
す
。

〔
賛
成
者
起
立
〕

○
浮
島
委
員
長

起
立
多
数
。
よ
っ
て
、
本
案
は
原
案
の

と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

○
浮
島
委
員
長

こ
の
際
、
た
だ
い
ま
議
決
い
た
し
ま
し

た
法
律
案
に
対
し
、
武
村
展
英
君
外
四
名
か
ら
、
自
由
民

主
党
・
無
所
属
の
会
、
立
憲
民
主
党
・
無
所
属
、
日
本
維

新
の
会
、
公
明
党
及
び
国
民
民
主
党
・
無
所
属
ク
ラ
ブ
の

五
派
共
同
提
案
に
よ
る
附
帯
決
議
を
付
す
べ
し
と
の
動
議

が
提
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

第
二
百
十
一
回
国
会

衆

議

院

総

務

委

員

会

議

録
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号
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五
年
四
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十
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一



提
出
者
か
ら
趣
旨
の
説
明
を
求
め
ま
す
。
奥
野
総
一
郎

君
。

○
奥
野（
総
）委
員

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
附
帯

決
議
案
に
つ
き
ま
し
て
、
提
出
者
を
代
表
し
て
、
そ
の
趣

旨
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

案
文
の
朗
読
に
よ
り
趣
旨
の
説
明
に
代
え
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。地

方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対

す
る
附
帯
決
議（
案
）

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い

て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
万
全
を
期
す
べ

き
で
あ
る
。

一

多
様
な
住
民
が
地
方
議
会
に
関
わ
る
機
会
の
拡
大

及
び
議
会
運
営
の
合
理
化
を
図
る
た
め
、
現
行
の
議

会
の
在
り
方
に
加
え
、
議
会
に
係
る
手
続
の
オ
ン
ラ

イ
ン
化
を
可
能
と
し
た
趣
旨
も
踏
ま
え
、
議
会
に
お

け
る
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
た
取
組
に
関
し
、
必

要
な
助
言
を
行
う
と
と
も
に
、
技
術
的
・
財
政
的
な

支
援
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
う
こ
と
。

二

多
様
な
人
材
が
地
方
議
会
に
参
画
で
き
る
環
境
を

整
備
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
鑑
み
、
各
議
会
に
お
い

て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
委
員
会
を
円
滑
に
開
催
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
必

要
な
助
言
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ

る
本
会
議
へ
の
出
席
を
可
能
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
第
三
十
三
次
地
方
制
度
調
査
会
の
答
申
を
踏
ま

え
、
議
員
本
人
に
よ
る
自
由
な
意
思
表
明
に
関
し
、

議
場
と
同
様
の
環
境
が
確
保
で
き
る
か
等
の
課
題
に

つ
い
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
委
員
会
の
開
催
上
の

課
題
等
の
検
証
を
行
い
、
国
会
に
お
け
る
対
応
も
参

考
と
し
つ
つ
丁
寧
に
検
討
を
進
め
、
そ
の
結
果
に
基

づ
い
て
必
要
に
応
じ
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三

地
方
議
会
の
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
労
働
者
が
よ

り
立
候
補
し
や
す
く
な
る
よ
う
、
就
業
規
則
に
お
い

て
立
候
補
休
暇
制
度
を
設
け
る
こ
と
等
に
つ
い
て
、

事
業
主
の
理
解
を
得
る
た
め
の
取
組
を
進
め
る
な

ど
、
引
き
続
き
立
候
補
環
境
の
整
備
に
取
り
組
む
こ

と
。

四

政
治
分
野
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
推
進
に
関

す
る
法
律
や
第
三
十
三
次
地
方
制
度
調
査
会
の
答
申

の
趣
旨
等
を
踏
ま
え
、
女
性
や
若
者
、
育
児
・
介
護

に
携
わ
る
者
等
が
議
会
に
参
画
す
る
上
で
の
障
壁
を

除
去
す
る
た
め
、
各
議
会
に
お
い
て
会
議
規
則
に
お

け
る
育
児
・
介
護
等
の
取
扱
い
の
明
確
化
や
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
防
止
等
の
取
組
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
、
必
要

な
助
言
を
行
う
こ
と
。

五

小
規
模
市
町
村
に
お
い
て
議
員
の
な
り
手
不
足
が

深
刻
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
適
正
な
水
準
の
議
員

報
酬
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お

け
る
検
討
に
資
す
る
よ
う
、
取
組
事
例
の
紹
介
に
取

り
組
む
と
と
も
に
、
適
切
に
地
方
財
政
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。

六

今
後
も
人
口
減
少
の
進
行
が
見
込
ま
れ
て
い
る
こ

と
に
鑑
み
、
本
法
に
よ
る
地
方
議
会
の
役
割
及
び
議

員
の
職
務
等
の
明
確
化
の
趣
旨
を
十
分
に
周
知
す
る

と
と
も
に
、
各
地
域
に
お
い
て
住
民
福
祉
を
最
大
限

に
追
求
す
る
こ
と
に
資
す
る
議
会
の
在
り
方
に
つ
い

て
活
発
に
議
論
が
な
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
助
言
を

行
う
こ
と
。

七

地
方
公
務
員
の
任
用
、
勤
務
条
件
並
び
に
福
祉
及

び
利
益
の
保
護
等
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
、
本
法

施
行
後
、
そ
の
施
行
の
状
況
等
に
つ
い
て
調
査
・
検

討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
こ
と
。
そ
の
際
、
会
計
年
度
任
用
職
員
を
始

め
非
常
勤
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
し
、
職
務
給
の
原

則
を
踏
ま
え
た
給
与
決
定
や
業
務
に
応
じ
た
勤
務
時

間
の
適
切
な
設
定
に
つ
い
て
地
方
公
共
団
体
に
対
し

適
切
に
助
言
す
る
と
と
も
に
、
引
き
続
き
短
時
間
勤

務
の
会
計
年
度
任
用
職
員
に
係
る
給
付
の
在
り
方
に

つ
い
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
。
ま
た
、
制
度
改
正
に

よ
り
必
要
と
な
る
財
源
に
つ
い
て
は
、
そ
の
確
保
に

努
め
る
こ
と
。

八

公
金
事
務
の
私
人
へ
の
委
託
に
関
す
る
制
度
の
見

直
し
に
当
た
っ
て
は
、
適
正
な
公
金
取
扱
い
を
確
保

す
る
た
め
、
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
対
す
る
検
査

等
が
適
切
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
地
方
公
共
団
体
に

対
し
て
必
要
な
助
言
を
行
う
こ
と
。

以
上
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
委
員
各
位
の
御
賛
同
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

○
浮
島
委
員
長

以
上
で
趣
旨
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し

た
。採

決
い
た
し
ま
す
。

本
動
議
に
賛
成
の
諸
君
の
起
立
を
求
め
ま
す
。

〔
賛
成
者
起
立
〕

○
浮
島
委
員
長

起
立
多
数
。
よ
っ
て
、
本
動
議
の
と
お

り
附
帯
決
議
を
付
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

こ
の
際
、
総
務
大
臣
か
ら
発
言
を
求
め
ら
れ
て
お
り
ま

す
の
で
、
こ
れ
を
許
し
ま
す
。
松
本
総
務
大
臣
。

○
松
本
国
務
大
臣

た
だ
い
ま
御
決
議
の
あ
り
ま
し
た
事

項
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
の
御
趣
旨
を
十
分
に
尊
重
し
て

ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

○
浮
島
委
員
長

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。

た
だ
い
ま
議
決
い
た
し
ま
し
た
法
律
案
に
関
す
る
委
員

会
報
告
書
の
作
成
に
つ
き
ま
し
て
は
、
委
員
長
に
御
一
任

願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
浮
島
委
員
長

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、

そ
の
よ
う
に
決
し
ま
し
た
。

〔
報
告
書
は
附
録
に
掲
載
〕

○
浮
島
委
員
長

次
回
は
、
公
報
を
も
っ
て
お
知
ら
せ
す

る
こ
と
と
し
、
本
日
は
、
こ
れ
に
て
散
会
い
た
し
ま
す
。
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